
 
令和８年度 兵庫県会計年度任用職員（心理判定員） 

採用選考案内（区分：資格免許Ｂ） 
 

心理判定員の非常勤職員の募集です。 
・試 験 日 応募書類当到着後７日内に書類選考を実施の上、通過者へ面接の日時を連絡 
・任用期間 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 
・勤務場所 兵庫県立こども病院 

 

１ 募集職種、採用予定人員等 
 

職 名 採用予定 
人員 主な職務内容 勤務形態 

心理判定員 １～２名 
心理判定業務、 

その他日常業務全般 
週１～２日 

(注) 採用予定人員は、今後変更する場合があります。 

２ 受験資格                                                                              

 (1) 令和８年４月１日現在で１８歳以上の方（年齢の上限はなし） 

(2) 任用の日に兵庫県立こども病院に勤務可能な方 

(3) 学校教育法による大学または旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科またはこ 

れに相当する課程を修めて卒業した者 

 (4) 公認心理師もしくは臨床心理士の資格を有する者 

 (5) ウエクスラー検査、新版Ｋ式発達検査が出来る方が望ましい 

(6) 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方 
    ア 禁錮

こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者 
    イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
    ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

３ 選考方法                                                                           

(1) 選考方法 

     所定の応募書類及び面接試験による選考 

 (2) 日 時 

   応募書類は書類到着後７日内に書類選考を実施の上、通過者へ面接の日時を連絡 

 (3) 場 所 

    兵庫県立こども病院 

〒650-0047 神戸市中央区港島南町１丁目６－７ TEL:078-945-7300   

４ 申込先及び申込方法                                                                 

下記まで郵送で所定の応募書類（写真を貼付したもの）を提出してください。 

※大学で心理学を専修する学科または、これに相当する課程を修めて卒業したことを証する 

書類の写しを添付してください。 

  ※申込書には希望の勤務日数・曜日を記入してください。 

なお、応募書類は、Ａ４縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。 

兵庫県立こども病院総務課  

TEL:078-


〒650-0047 神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 

封筒表に「心理判定員 応募」と記入してください 

※ 所定の応募書類は当院ホームページからダウンロードできます。 

５ 合格発表                                                                           

 書類選考及び面接試験後、７日以内に電話連絡にて通知します。 

                                                                    

６ 任用期間                                                                           

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日です。 

  （勤務実績に基づく能力実証等により、４回を上限に再度の任用を行う場合があります。） 

７ 勤務条件等                                                                         

 (1) 給料月額（地域手当を含む） 

週２日勤務の場合 月額 103,930円～113,666円 （昇級あり：ただし上限あり） 

※ 給料月額の算定は、職歴により個別に決定します。なお、給料月額の個別照会には応じら

れませんのでご了承ください。 

※ 給料月額は、正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。 

 (2) 超過勤務手当等 

      勤務の内容・実績に応じ、手当が支給されることがあります。 

 (3) 期末手当（いわゆる賞与：年 2 回） 

年間計 4.65月（６月期 2.325月、12 月期 2.325月（在職期間に応じた割り落としあり)） 

※ 基準日(6/1,12/1）に在職していること 

※ 任期が６カ月以上、勤務時間が週 15 時間 30 分以上の方が対象 

(4) 通勤手当 

   正規職員に準じて支給します。（支給限度額の設定あり） 

 (5) 勤務時間 

8:45 ～ 17:30（休憩 60分）  

 (6) 休暇 

   年次有給休暇（時間単位の取得が可能） 

   その他、任用条件に応じた各種休暇（有給・無給）あり 

 (7) 条件付採用 

改正地方公務員法（令和２年４月１日施行）第 22条第１項及び第 22条の２第７項の規定に

基づき、採用は条件付とし、採用後１月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員と

して正式採用となります。 

８ その他                                                                             

 (1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した

場合は、合格を取り消します。 

 (2) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等

の対象となります。 

(3) 営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。

また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。 

・兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。 

・兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。 

・兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。 


